


その後，平成 20年には条例の理念を踏まえ

て，「はこだてプラン21」に次ぐ第2次基

本計画「はこだて輝きプラン」を策定し，引

き続き，市民の男女共同参画の意識づくりを

はじめ，様々な取組を行っております。

　函館市では，平成10年に，男女共同参画の推進を

めざし，その基本計画である｢はこだてプラン21｣を

策定し，各種講座の実施や情報誌の発行など様々な取組を行ってきました。

しかしながら，社会全体では男女の人権の尊重に関する認識がいまだ十分で

あるとはいえず，性別による固定的な役割分担意識およびそれに基づく慣習等

が存在していることから，男女共同参画社会の実現には，なお一層の努力が

必要です。そのため，市，市民および事業者の皆さんが一体となって，男女共

同参画を推進することにより，男女の人権が尊重され，豊かで活力ある社会，

すなわち男女共同参画の実現をめざすため，条例を制定し，平成17年4月から

施行しました。








